
葉山町就学援助に関する要綱 

平成２３年４月１日施行 

 

 （趣 旨） 

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１９条の規定に基づき、経済的

な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対して、就学に必要な援助（以下「就学

援助」という。）を行い、義務教育の円滑な実施を図ることを目的として葉山町が行う援助

について必要な事項を定めるものとする。 

 

 （対象者） 

第２条 就学援助の対象者は、葉山町立の小学校又は中学校に在籍する児童・生徒の保護

者で生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６条に規定する被保護者（以下「要保護

者」という。）又は要保護者に準じる程度に困窮していると認められる者であって、次の各

号のいずれかに該当する者(以下｢準要保護者｣という。)をいう。 

 (1) 世帯全員の前年所得（総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額）から社会保険

料・生命保険料・地震保険料・雑損・小規模企業共済等掛金、ひとり親控除又は寡婦控

除を控除した額が生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）に基

づき算定した基準額の１．５倍（切り捨てにより小数点第三位まで求める。）以下の者。 

(2) 収入の不安定等により生活状態の悪い者で、当該世帯児童・生徒への教育的配慮から

就学援助が必要と認められる者。 

 ２ 前項の対象者のうち、第７条に規定する入学準備金の対象者は、町内に住所を有する、

次年度に町立小学校に就学を予定している児童（学校教育法施行令第５条第１項に基づ

き葉山町教育委員会が入学期日を通知する者）の保護者のうち、前項第１号に該当する者

をいう。 

３ 前２項の基準は、外国籍を有する者にも準用するものとする。 

 

 （対象経費等） 

第３条 就学援助は、前条に定める要保護者及び準要保護者（受領の委任を受けた者を含

む。）に就学援助費（以下「援助費」という。）を交付する。 

２ 援助費の種類、内容及び当該種類に応じる交付対象者は、別表のとおりとする。 

３ 援助費の額は、毎年度国が定める援助費等に係る補助の基準に基づき教育委員会

が算出した額とする。 

 

（申 請） 

第４条 援助費の交付を受けようとする者（要保護者を除く。以下「申請者」という。）は、就学援

助費交付申請書（兼）世帯台帳（第１号様式。以下「申請書」という。）を在籍の学校また

は教育委員会に提出しなければならない。 

２ 援助費のうち、小学校入学準備金の交付を受けようとする者は、小学校入学準備金交

付申請書（兼世帯台帳）（第２号様式。以下「準備金申請書」という。）を教育委員会に提



出しなければならない。 

３ 申請書及び準備金申請書は、在籍（就学予定を含む）学校長と教育委員会で受領確

認を行うものとする。 

４ 申請期間は教育委員会が別に定めるものとする。 

 

 （決 定） 

第５条 教育委員会は、前条の規定により申請があった場合はその内容を審査し、援助費の

交付の適否を決定して、申請者及び学校長に通知するものとする。 

２ 要保護者に対する援助費の交付については、教育委員会が要保護者の申請を待た

ずにこれを決定する。 

３ 教育委員会は、第１項の規定による決定に当たって、福祉事務所、民生委員、税務担

当課その他関係機関に当該調査に係る参考となる資料の閲覧、提出その他の協力を求

めることができる。 

 

 （援助の期間） 

第６条 援助費（小学校入学準備金及び中学校入学準備金を除く。）の受給期間は、前条第１

項の決定に係る申請のあった日（教育委員会が定める日までに申請があった場合は、当

該年度の４月１日）から当該年度の末日までとする。ただし、年度途中に第２条に規定す

る対象者でなくなった場合は、この限りではない｡ 

 

（入学準備金） 

第７条 援助費のうち小学校入学準備金及び中学校入学準備金は、入学する前年度の３月１

日時点で第５条の規定により決定されている者を対象とする。ただし、他の自治体で同様

の援助を受けた者は、すでに支給されているとみなし、除くこととする。 

２ 小学校入学準備金及び中学校入学準備金の支給を受けた者は、翌年度の新入学児

童生徒学用品費の支給は受けられない。 

 

 （援助の中止） 

第８条 就学援助を受ける者（以下「受給者」という。）が第２条に規定する対象者でなくなった

ときは、当該対象でなくなった日の属する月の翌月以後における就学援助を中止する。 

２ 前項により、就学援助を中止した場合は、文書により受給者及び学校長に通知するも

のとする。 

３ 就学を予定している児童が、前条第 1 項に規定する日までに町立小中学校以外に就

学することが判明したときは、就学援助を中止する。 

 

 （返 還） 

第９条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の決定を

取り消し、または、すでに交付した援助費の全部若しくは一部の返還を命ずることができ

る。 



 (1) 偽りその他不正な手段により就学援助を受けたとき。 

  (2) 援助費の交付にあたり、教育委員会が付した条件に違反し、又は、援助費をその目的

以外に使用したとき。 

 

 （届 出） 

第 10 条 受給者は、就学援助の申請に係る事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員

会に届け出なければならない。 

 

（特定の個人を識別するための番号の利用について） 

第 11条 申請者は、教育委員会が世帯全員の前年所得を確認する際に、特定の個人を識別

するための番号の利用を希望する場合は「就学援助申請に関するマイナンバ一利用

の同意書」(第３号様式)を教育委員会へ提出すること。 

２ 教育委員会は、「就学援助申請に関するマイナンバ一利用の同意書」を収受した場

合、「特定個人情報管理簿」(第４号様式)に必要事項を記入し、当該年度を含め５年間

保管するものとする。 

 

（委 任） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、就学援助について必要な事項は、教育長が別に定

める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成３１年３月１日から施行する。ただし、第７条に定める規定は、平成３０年度

認定分について適用し、平成２９年度以前に行われた助成は、なお従前の例による。 

 附 則 

この要綱は、令和元年１２月 １日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和２年６月 23日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和６年４月５日から施行する。 

附 則 



この要綱は、令和７年４月８日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月 17日から施行する。 

２ 当分の間、第２条第１項第１号中「生活保護法による保護の基準（昭和 38年厚生省告示第

158 号）」とあるのは、「平成 25 年５月厚生労働省告示第 174 号（生活保護法による保護の基

準の一部を改正する件）による改正前の生活保護法による保護の基準（昭和 38 年厚生省告

示第 158号）」とする。 

  



別 表 

 種  類 内     容 交付対象者 

１ 学用品費 
 児童又は生徒が通常必要とする学用品の

購入費 

準要保護者 

２ 通学用品費 

 小学校又は中学校の第２学年以上の学年

に在学する児童又は生徒が通常必要とする

通学用品の購入費 

３ 校外活動費 

 教育課程の一環として、学校外に教育の

場を求めて行う学校行事としての活動（修学

旅行を除く。）に児童生徒が参加するために

直接必要な交通費及び見学料 

４ 
新入学児童生徒学用

品費(注１) 

 小学校又は中学校に新たに入学する者が

通常必要とする新入学に当たっての学用品

等の購入費。 

ただし、小学校入学準備金、中学校入学準

備金に相当する就学援助費を受けた者を除

く。 

５ 中学校入学準備金 
小学校第６学年の児童が中学校入学に当た

り通常必要とする学用品等の購入費。 

６ 小学校入学準備金 

次年度、町立小学校第１学年に就学予定の

者が入学に当たり通常必要とする学用品等

の購入費。 

７ 学校給食費 （注２） 
 学校給食費として、児童生徒が徴収される

額 

８ 医療費 （注３） 

 児童又は生徒が学校保健安全法施行令

第８条に定める疾病にかかり、学校において

治療の指示を受けたときにその医療に要し

た費用 

９ 
体育実技用具費 

    （注４） 

 中学校の体育の授業の実施に必要で当該

授業を受ける生徒全員が個々に用意するこ

ととされている体育実技用具の購入費 

10 修学旅行費 

 児童又は生徒が修学旅行に参加するため

直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均

一に負担すべきこととなるその他の経費 

要保護者 

準要保護者 

注１ 新入学児童生徒学用品費は、第６条により委員会が定める日までに申請があった者に

支給する。小学校入学準備金、中学校入学準備金については、他の自治体で同様の援

助を受けた者も除く。 

注２ 児童又は生徒の学校給食費を免除することにより、援助費を交付したものとする。 

注３ 医療券交付又は診療証明による保険診療の自己負担分を支給する。 

注４ 体育実技用具は柔道着又は剣道防具一式のうちいずれか 1つの用具を対象とする。 


